
函館大谷短期大学 成績評価基準等に関する規程 

（目 的） 

第１条  この規程は、函館大谷短期大学学則第２５条に基づき、点数及び成績評価等を適正に付与する基準

等を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条  用語の定義は、次のとおりとする。 

２ ＧＰとは、「Grade Point」の略で、各成績評価に対して予め付与された数値をいう。 

３ ＧＰＡとは、「Grade Point Average」の略で、ＧＰの数値に各科目の単位数を乗じた合計を、履修

した授業科目の単位数の合計で除して得られた平均値をいう。 

（成績評価の基準） 

第３条  成績評価の基準は、１０段階で６以上を合格、５以下を不合格とし、点数に応じて成績評価及びＧ

Ｐを付与する。 

合 否 
成績 

評価 
点 数 Ｇ Ｐ 成績評価内容 

合格 

秀 １０ ４ 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めている 

優 ９～８ ３ 到達目標を十分に達成している 

良 ７ ２ 到達目標を達成している 

可 ６ １ 到達目標を最低限達成している 

不合格 不可 ５～１ 
０ 到達目標を達成していない 

０ 出席不足・試験欠席・レポート等未提出による無効 

（ＧＰＡの活用） 

第４条 ＧＰＡの活用は、次のとおりとする。 

１ 客観的な成績評価の指標および履修指導等に活用する。 

２ 各学科は成績不振の学生に対し、学修支援等を行うものとする。 

３ 履修した科目のＧＰＡが次の場合は、原則、学長より退学が勧告される。 

 

 

 

 

 

（ＧＰＡの種類と計算方法） 

第５条  ＧＰＡは、当該年次における学修の状況及び成果を示す指標としての年次ＧＰＡ、並びに在学中に

おける全期間の学修の状況及び成果を示す指標としての累積ＧＰＡの二種類とする。 

   ２ ＧＰＡ算出の対象科目は、本学在学中に履修した全ての授業科目とする。 

     ただし、前項に関わらず、次の授業科目については、ＧＰＡの算定に含めないこととする。 

     （１）自由選択科目 

（２）他大学等との単位互換で修得した科目 

（３）学生からの申請に基づき、履修登録を取り消した科目 

（４）本学入学前に修得した単位認定科目 

（５）再入学および転学における単位認定科目 

学 科 時 期 科目群 ＧＰＡ 

コミュニティ総合学科 ２年次年度末 全科目 ０．５未満 

こども学科 ２年次年度末 全科目 ０．８未満 



３ 年次ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの計算方法は、次のとおり算出する。また、算出された数値 

の小数点第３位以下は、四捨五入するものとする。 

     （１）年次ＧＰＡは、当該年次に履修した授業科目ごとの単位数に当該年次の成績評価 

に応じたＧＰを乗じ、その合計を当該年次に履修した授業科目の単位数合計で除し 

て算出する。 

（２）累積ＧＰＡは、在学中に履修した授業科目ごとの単位数に在学中の成績評価に 

応じたＧＰを乗じ、その合計を在学中に履修した授業科目の単位数合計で除して 

算出する。 

４ 不可と判定された科目は、ＧＰＡの算定に含めるものとする。 

５ ＧＰＡの計算期日は、年次毎に指定された期日までに確定した成績に基づいて行い、ＧＰＡ計算期

日は、教務部において定めるものとする。 

（ＧＰＡの通知） 

第６条  年次ＧＰＡ及び累積ＧＰＡは、単位成績表にＧＰＡを表示することにより行い、成績証明 

書には記載しない。 

（ＧＰＡの管理） 

第７条  年次ＧＰＡ及び累積ＧＰＡに係る評価等の管理は、事務局において行うものとする。 

（雑 則） 

第８条  その他この規程の実施について必要な事項は、教授会を経て学長がこれを決定する。 

 

附 則 

１． この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

途中省略 

附 則 

１． この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 


